
                              令和３年５月 24日 

各高齢者施設・住まい 

各介護保険事業所 

 

         神奈川県福祉子どもみらい局福祉部介護サービス担当課長 

 

高齢者施設等の従事者への PCR 検査の積極的な受検について（通知） 

 

日頃から本県の高齢者福祉施策にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

高齢者施設等では依然としてクラスターや感染者が発生しているところであり、これまで感

染防止対策の徹底として、感染疑い者の早期発見や、感染者が発生した場合の早期対応などを各

施設等に対し依頼しているところです。 

県では、「高齢者施設等における従事者への PCR検査の実施について」（令和３年５月 13日及

び 14 日神奈川県介護サービス担当課長通知）でご案内のとおり、日本財団と県とが連携して、

令和３年６月末まで定期的な検査を実施しております。 

各施設等におかれましては、別添「高齢者施設の従事者等への定期的な検査の積極的な受検に

ついて」（令和３年５月 17日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部他事務連絡）に

おいて示された定期的な検査の意義などをご確認の上、従事者の定期的な検査について改めて

ご検討いただき、本県の PCR検査事業の積極的な受検をお願いします。 

なお、本検査事業は、陽性者が発生した際の濃厚接触者に対する検査とは別のものですので、

この事業で受検する従事者は、濃厚接触者としての 14 日間の健康観察の対象外であり、引き続

き業務に従事可能です。 

また、本事業により陽性者が判明した場合については、参考資料に記載の支援策がありますの

で、安心して受検していただくよう重ねてお願いします。 

 

【県の PCR 検査事業の概要】 

 

１ 事業開始日 

  令和３年５月 14日（金曜日）9:00から 

  ※事業開始日以降、手順書に記載の URLからお申し込みいただけます。 

https://form.kintoneapp.com/public/form/show/6e95a1a25c6773dc1bef91b18ec0ce60babc17bd447b6b3bb30225d3d4058771 

（短縮 URL：https://ux.nu/zuW7p ) 

 

※手順書を確認の上申し込みをしてください。手順書は次の掲載場所からご覧ください。 

http://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib-list.asp?id=1039&topid=22 

※既に日本財団にお申し込みいただいている場合は、改めての手続きは不要です。 

 

２ 対象施設等 

 ・特別養護老人ホーム 

 ・介護老人保健施設 

 ・介護医療院、介護療養型医療施設 

 ・養護老人ホーム 

 ・軽費老人ホーム 

 ・認知症対応型共同生活介護 

管理者様 

https://form.kintoneapp.com/public/form/show/6e95a1a25c6773dc1bef91b18ec0ce60babc17bd447b6b3bb30225d3d4058771
https://ux.nu/zuW7p
http://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib-list.asp?id=1039&topid=22


 ・有料老人ホーム 

 ・サービス付き高齢者向け住宅 

 ・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護 

 ・通所系サービス事業所 

・訪問系サービス事業所 

 ・福祉用具貸与 

 ・居宅介護支援事業所等 

  

３ 対象職員 

  １に記載する施設で利用者と接する職員 

 

  （常勤・非常勤及び職種は問わず、施設長が感染防止のために必要と判断した者） 

 

４ 問い合わせ先 

（１）検査や調査に関する問合せ先 

    日本財団 PCR検査センター 

    電話     ：050-1741‐4180（10:00～18:00 無休） 

    FAX      ：03-5323-0267 

     メールアドレス：corona-testcenter-nf@kinoshita-group.co.jp  

 

（２）県 Web申請フォーム（申込入力フォーム）に関する問合せ 

申込入力フォームで事業所名称を検索した結果、事業所が表示されなかった場合

は、申込入力フォーム内に「高齢者施設データベース登録フォーム」への案内があり

ますので、そのページに移動し、求められる項目を入力してください。      

詳しくは別添の手順書「6-6 事業所名がない・コードが入力されない場合」をご確

認ください。 

なお、上記以外の問合せについては、県ホームページのフォームメール（※）に記

載し、送信してください。 

 

※ 県 高齢福祉課 ホームページ 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/index.html 

上記ＵＲＬから高齢福祉課のホームページにアクセスし、画面を一番下までスクロール

すると、「福祉子どもみらい局福祉部高齢福祉課へのお問い合わせフォーム」と書かれてい

ますので、そこをクリックしてください。フォームメールの入力画面が開きます。    

 

なお、本事務連絡については、ウェブサイト「介護情報サービスかながわ」に掲載していま

すのでご確認ください。 

 

【掲載場所】 

   介護情報サービスかながわ 

       → 書式ライブラリー 

     → 11．安全衛生管理・事故関連・防災対策 

      → 新型コロナウイルス感染症にかかる情報 

http://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib-list.asp?id=1039&topid=22 

mailto:corona-testcenter-nf@kinoshita-group.co.jp
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/index.html
http://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib-list.asp?id=1039&topid=22


 
 

事 務 連 絡 

令和３年５月 17 日 

 

都道府県 

各 保健所設置市 衛生主管部（局）御中 

特 別 区 

 

  都道府県   

各 指定都市 介護保険担当主管部（局）御中 

  中 核 市   

 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

老 健 局 高 齢 者 支 援 課 

老健局認知症施策・地域介護推進課 

老 健 局 老 人 保 健 課 

 

 

高齢者施設の従事者等への定期的な検査の積極的な受検について 

 

 

高齢者施設等の入所者等は重症化リスクが高い特性があること、高齢者施設

等で集団感染が生じた場合に入所者や施設運営への影響が大きく、また、医療提

供体制への負荷の増大につながることから、早期発見が重要であり、高齢者施設

等での集中的検査の積極的な実施をお願いしているところですが、検査を受検

しない理由について、自治体や関係団体に聞き取りを行った結果、「検査の意義

がわからないため」「症状がある場合に受検しているため」「陽性者が出た場合の

事業への影響を危惧するため」「陽性者が発生した場合の代替スタッフの確保が

難しいため」等の意見があったことを踏まえ、今般、定期的な検査の意義（別添

１）及び定期的な検査等により感染者が発生した施設への支援（別添２）につい

てとりまとめましたので、介護保険担当主管部（局）においては、衛生主管部（局）

と連携し、貴管内の施設への周知等をお願いします。 

特に高齢者施設等の従事者等の集中的検査実施計画を策定している都道府県

及び保健所設置市においては、これらも活用しつつ、介護保険担当主管部（局）

と衛生主管部（局）が連携し、集中的検査の受検について積極的に働きかけを行

っていただき、できる限り多くの高齢者施設等に検査を受けていただくよう一

層の取組をお願いいたします。 

 



 
 

・別添１：高齢者施設職員等への定期的な検査の意義について 

 

・別添２：定期的な検査の流れと感染者が発生した高齢者施設等への支援 

 



高齢者施設職員等への定期的な検査の意義について

１．新型コロナウイルス感染症の特徴

「新型コロナウイルス感染症診療の手引き」第4.2版によれば、新型コロナウイルス感染症について、

○ 有症者が感染伝播の主体であるが、発症前の潜伏期にある感染者を含む無症状病原体保有者から

の感染リスクもある

○ 感染可能期間は発症２日前から発症後7 ～ 10 日間程度と考えられている

○ 高齢者かつ基礎疾患のある患者で特に死亡リスクが高いこと、および年齢が高くなるほど致死率は高

くなることが分かっている

といった所見が示されている。

２．新型コロナウイルス感染症の感染の実態

○ 感染者のうち２０～４０歳代の若い世代の者は、約５割を占めている。

○ 感染者のうち無症状の者は、約３割を占めている。

３．高齢者施設職員等への定期的な検査の意義

○ 上記のとおり、新型コロナウイルス感染症は、発症前の無症状の状態でも感染力がある。また、実際、

若い世代、無症状の感染者も多い。

○ 一方、高齢者施設等の入所者は重症化リスクが高い特性があり、高齢者施設等で集団感染が生じた

場合に入所者や施設経営への影響が大きく、また医療提供体制への負荷の増大につながる。

また、高齢者施設、特に長期入所型施設におけるクラスターは感染した職員から生じる傾向が多い。
（２月２日内閣官房新型コロナウイルス感染症対策分科会「緊急事態宣言下での対策の徹底・強化についての提言」）

○ これまでに集中的検査を実施した都道府県等から、新型コロナウイルスへの感染を早期に発見でき、

集団感染の防止等迅速な対応に繋げられたといった評価がある。

別添１



宿泊療養/
自宅療養/
入院

濃厚接触者特定
(14日間健康観察)

陽性者発生時の一斉検査
（原則全職員・入所者）

陰性

勤務継続
(14日間の
健康観察
対象外)

勤務継続/
健康観察

定期的検査

宿泊療養/
自宅療養/
入院

陽性

感染が一例でも確認された場合には

感染制御・業務継続支援チームがゾーニング
等の感染管理に関する相談・支援を実施

必要に応じて医療従事者や感染管理専門家
等を派遣

通常のサービス提供で想定されない費用が
かかった場合には

職員確保に関する費用、帰宅困難職員の宿
泊費、消毒費用等のかかり増し経費を助成

各施設・法人内の調整でも職員の不足が
見込まれる場合には

自治体や関係団体へ連絡し、応援職員を依頼。
（全都道府県で応援体制を構築済み）

平時から、感染者発生時に備えて、職員確保を含めた感染対策等に係るシミュレーションを促進
（机上訓練シナリオ、業務継続ガイドライン、事例集、マニュアル、動画、実地研修 等の活用）

定期的な検査の流れと感染者が発生した高齢者施設等への支援

無症状者に対する定期検査により早期発見されれば、感染者、職員の離脱は最小限に抑えられる可能性が高い。
感染の発見が遅れれば、感染者、職員の離脱が増大するおそれがある。

陰性 陽性

濃厚接触者特定
(14日間健康観察)

検
査
の
効
果

平
時
の
対
応

都道府県等による支援

検
査
後
感
染
が
判
明
し
た
場
合
の
対
応

別添２
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感染者が発生した高齢者施設等への支援

通常のサービ
ス提供で想定さ
れない費用が
かかった場合

には

感染者が発生した介護施設等が、感染拡大防止対策の徹底等を通じて、
必要な介護サービスを継続して提供できるよう、地域医療介護総合確保
基金により、通常の介護サービスの提供時では想定されないかかり増し
経費の助成を実施。

＜対象経費＞
緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰
宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費、消毒・清掃費用、感染性廃棄物
の処理費用、在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用 等。

＜基準単価＞
特養 38,000円/定員、老健 38,000円/定員、介護医療院 48,000円/定員 等
※個別協議により必要に応じて基準単価の引き上げが可能。

各施設・法人内
の調整でも職員
の不足が見込ま
れる場合には

自治体や関係団体へ連絡し、応援職員を依頼。
（感染等による職員不足に対応するため、都道府県に対し、関係団体とも連携
し、応援体制を構築するよう求めるとともに、必要な財政支援を実施。）
※昨年12月末時点で、全ての都道府県で応援体制を構築済み。

感染が一例でも
確認された場合

には

感染管理の専門家やDMAT等による「感染制御・業務継続支援チーム」が全
ての都道府県に設置されており、支援チームがゾーニング等の感染管理に関
する相談・支援を実施
必要に応じて医療従事者や感染管理専門家等を派遣

平時から、感染者発生時に備えて、職員確保を含めた感染対策等に係るシミュレーションを促進
（机上訓練シナリオ、BCPガイドライン、事例集、マニュアル、動画、実地研修 等の活用）

平
時
の
対
応

都
道
府
県
等
に
よ
る
支
援

2



４．感染拡大防止体制の確立 (３)職員の確保
＜施設内での勤務調整、法人内での人員確保＞

感染者や濃厚接触者となること等により職員の不足が見込まれる。

勤務が可能な職員と休職が必要な職員の把握を行い、勤務調整を行う。また、基準等について、不測の事態の場合は指定権者へ相談した上
で調整を行う。

勤務可能な職員への説明を行ったうえで、緊急やむを得ない対応として平時の業務以外の業務補助等への業務変更を行うなど、入所者の安
全確保に努めるシフト管理を行う。（期間を限定した対応とする）
施設内の職員数にまだ余裕があれば、業務シフトを変更して対応し、同一法人内からの支援も検討する。
勤務時の移動について、感染拡大に考慮し近隣の事業所からの人員の確保を行う。
特に看護職員等については、通常時より法人内において連携を図り緊急時の対応が可能な状況の確保に努める。
委託業者が対応困難となった場合も踏まえ、職員調整を行う。
応援職員に「してほしい業務」「説明すべきこと」を決めておく。

＜自治体・関係団体への依頼＞
自施設、法人内の調整でも職員の不足が見込まれる場合、自治体や関係団体へ連絡し、
応援職員を依頼する。
感染者発生時の施設運営やマネジメントについては、協力医療機関の助言等も踏まえつつ、
保健所の指示を受け管理者が中心となって対応すべきものである。
感染症対策に係る専門的知識も踏まえた運営やマネジメントを行う必要があるが、 施設単独
で行うには困難を伴うこともあり、その場合は早めに都道府県等に専門家の派遣を依頼する。

＜滞在先の確保＞
職員の負担軽減のため、必要に応じて近隣に宿泊施設を確保する。

【問５-①】職員Aさんは、症状が出た日に勤務しており、同僚３人（Bさん、Cさん、Dさん）とともに休憩室で昼食をとっていました。また、休憩時間に別の
同僚（Eさん）とマスクなしで会話したことから、合計４人が濃厚接触者として14日間の自宅待機になりました。職員体制をどのように確保しますか？
【問５-②】翌日、職員Bさん、Cさん、Dさんが新型コロナウイルス陽性とわかりました。このため、Bさん、Cさん、Dさんの濃厚接触者である職員５名（Eさ
ん、Fさん、Gさん、Hさん、Iさん）も自宅待機となりました。職員体制をどのように確保しますか？
【解説】施設内の職員数にまだ余裕があれば、業務シフトを変更して対応し、同一法人内からの支援も検討します。業務が回らなくなってからではなく、
職員の不足が見込まれる場合は、早めに対応を考えることが重要です。都道府県（又は監督庁）や関係団体に速やかに連絡し、支援を要請することも
考慮されます。
また、保健所も把握していることが想定されるものの、職員が陽性だったという情報が個人情報にも配慮の上で関係者間できちんと共有されるようにし
ておきましょう。
症状がある場合に、職員が無理して出勤することがないように、職場環境を整えることも必要です。

新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン

机上訓練シナリオ

（参考）平時の対応の例

【ポイント】
業務が回らなくなってからではなく、職員
の不足が見込まれる場合は、早めに対
応を考えることが重要。
症状がある場合に、職員が無理して出勤
することがないように、職場環境を整える
ことも必要。
夜勤帯は特に人員が不足しやすく、防護
具の着用に特段注意を払う。

＊感染者が発生した場合の職員確保に関する記述の抜粋

＊感染者が発生した場合の職員確保に関する記述の抜粋
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高齢者施設等における感染制御・業務継続の支援のための体制整備等について
○ 年末年始以降の感染拡大により、医療提供体制の負荷が高まっており、高齢者施設でのクラスター発生事例も増加が継続。

こうした状況を踏まえ、高齢者施設等における感染抑止や、感染発生時の早期収束のために、以下の取組を進めていくことが重要。
１．高齢者施設等における感染状況の調査・感染制御・業務継続に係る体制の整備（支援チームの編成 等）

… 各都道府県において、感染が一例でも確認された場合に、以下の人材で構成された支援チームによる相談や応援派遣を早期に行える体制を確保する。
■ ゾーニング等の感染管理を行う“ICTの技能を保有した看護師･医師”等や、調査・対策の支援を行う“FETP”
■ 調整本部のマネジメントや、施設機能の維持に係る支援を行う”DMAT・DPAT”、災害医療コーディネート研修修了者 等
→3月末までのチーム編成を目標として検討を要請
※ 都道府県におけるチーム編成の実践例：千葉県、愛知県、岡山県 （実践例を収集し横展開）

２．チームの編成・レベルアップに必要な研修の実施、各種支援策の活用による人材の確保
… 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策推進本部 地域支援班・クラスター対策班等と連携し、上記のようなチームの編成・レベルアップ等に向けて、

必要な研修の実施や、緊急包括支援交付金の活用による人材の確保に向けた準備を行う。

《感染制御・業務継続支援チーム》
○ 施設等で感染が発生した際の迅速な感染管理
… ゾーニング、検体採取、PPEの着脱方法 等

○ 施設における本部の運営等のマネジメント支援
○ 情報管理の支援
○ 関係機関、地域とのコミュニケーション支援
○ 施設機能の維持のための支援
■ 医療従事者等の確保に係る調整、メンタルヘルスケア
■ PPE等の物資の在庫管理・確保
■ 新規感染者の搬送・入院調整や、病状変化等に応じた転院調整都道府県

厚生労働省

【感染を確認した場合の対応】
○ 早期の電話等による相談
○ 必要に応じた専門家等の派遣
⇒ 迅速な感染制御／施設機能の維持

【感染拡大時の対応】
●専門家による相談対応
●必要な人材の派遣 等

医療機関

高齢者施設等

感染拡大の兆し
【チームの立上げ支援】
●研修の実施
●要請に基づく人材の派遣

○必要な人材・物資の確保
○入院・搬送調整、転院調整

緊急包括交付金
■感染症対策専門家派

遣等事業
■DMAT・DPAT等医療

チーム派遣事業 等

○ 都道府県内の医療機関

《感染制御》
■日本環境感染学会・日本感染症

学会等の所属医師、看護師
■ICT看護師・医師
■FETP
《業務継続支援》
■DMAT・DPAT、災害医療コーディ

ネート研修修了者 等

※介護職員等の不足が見込まれる場合の応援職員の派遣
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都
道
府
県

介護保険施設等
の関係団体

コーディネーター
（全国に配置）

協力施設

協力施設

感染者発生
施設

応援可能な
職員登録

厚生労働省

関係団体
全国本部

応援可能な
職員登録

財政支援

連携

連携・調整

連携

連携

物資供給

職員派遣

職員派遣

専門家派遣

○全国の都道府県ごとに、介護保険施設等の関係団体にコーディネーターを配置。
○あらかじめ応援可能な職員登録を行う等、平時から、サービス提供者を確保・派遣するスキームを構築。
○感染者等が発生した場合は、速やかに応援職員を派遣。
○都道府県は、必要な物資の供給や専門家を派遣。

職員不足

緊急時等に備えた平時からの応援体制の構築
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２ 緊急時介護人材応援派遣に係るコーディネート事業
都道府県において、平時から都道府県単位の介護保険施設等の関係団体等と連携・調整し、緊急時に備えた応援体制を構築す

るとともに、介護サービス事業所・施設等で新型コロナウイルスの感染者が発生した場合などに、地域の他の介護サービス事業
所・施設等と連携して当該事業所・施設等に対する支援を実施するために必要な経費を補助する。

新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業

＜地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）＞ 令和３年度予算：137億円の内数

１ 緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
介護サービスは、要介護高齢者等やその家族の日常生活の維持にとって必要不可欠なものであるため、
・新型コロナウイルス感染症の感染等によりサービス提供に必要な職員が不足した場合でもサービスの継続が求められること
・高齢者の密集を避けるため通所サービスが通常の形で実施できない場合でも代替サービスの提供が求められること

から、新型コロナウイルス感染による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保するとともに、介護に従事する者が安心・
安全に業務を行うことができるよう感染症が発生した施設等の職場環境の復旧・改善を支援する。

【助成対象事業所】
①新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等
※休業要請を受けた事業所を含む

②新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所
③感染者が発生した施設等の利用者の受け入れ及び応援職員の派遣を行う事業所【連携支援】

【 対 象 経 費 】
通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用を助成
①緊急時の介護人材確保に係る費用
・職員の感染等による人員不足、通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保等の費用

②職場環境の復旧・環境整備に係る費用
・介護サービス事業所・施設等の消毒、清掃費用、通所系サービスの代替サービス提供に伴う初動費用等

③連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用
・感染が発生した施設等への介護人材の応援派遣等に伴う費用

【 対 象 経 費 】
都道府県や介護サービス事業所との連絡調整等に要する費用

都道府県（実施主体）

国

施設、事業所等

※令和３年度までの実施
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